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当事務所のアグリフードプラクティス
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西村あさひのアグリ・フードプラクティスグループは、農林水産分野に関する法実務及び海外案件の対応経験に

精通した弁護士を中心に20名以上の弁護士が在籍しております。

農林漁業法務、アグリ・フードテック及びグローバル・フードバリューチェーンを3つの柱として、気候変動対

策、食料・肥料の安定供給確保、人権保障といったサステナビリティ対応にも配慮しつつ、アグリ・フードビジネ

スの拡大・発展に向けた新しい事業・資金調達スキームの開拓や、15の海外拠点を活かした海外展開のサポー

ト、培養肉やゲノム編集技術応用食品といった新しい食品の導入に関する許認可対応やルール策定等にも従事して

おります。

Commended

Innovation in Transforming Industries

フィナンシャル・タイムズ及び調査パートナーであるRSGI Ltd.が共同

で主催するFT Innovative Lawyers Asia-Pacific Awards 2023におい

て当事務所のアグリフードプラクティスの革新的な 活動が評価さ

れ”Commended”に選出



西村あさひのグローバルネットワーク
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日本最大の国際総合法律事務所

当事務所は、1966年に東京で開業した法律事務所にルーツを持ち、全世界20拠点と、800

名を超える プロフェッショナルを有する日本最大の国際法律事務所です。答えや前例のな

い難題に挑みながら、 国・分野を問わずクライアントの幅広いニーズに対応可能な多様性

に富んだ強固な組織体制を整えております。
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アジア太平洋地域においてTop 5に選出

Thomson Reutersが実施する法律事務所のリー

ジョナルブランド調査であるRegional Law 

Firm Brand Index 2022にて multi-

jurisdictional deal workやoverall M&A等が評

価されTop 5に選出



海外展開時の法務戦略

クロスボーダー取引におけるトラブル事例

• 輸出した商品が、相手国の税関でストップしてしまい買主に引き渡しできなくなった。販売商社が税関で不正
申告していたことが判明した。

• 輸出した商品のコールドチェーンが途中で途絶えて、海外の買主から劣化・腐敗についてクレームが来た。

• 日本を出発した輸送船が天候のため到着が遅延し、買主が受領を拒否してきた。

• 商品の輸出後、代金回収前に、海外の販売代理店が倒産した。

• 輸出した商品を買主が勝手に自社ブランドの製品として販売し始めた。
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• 国内で取引しているときと同様に、買主には、商品見本を提示して、メールで発注を受けていた。

• 国内取引用と同様のシンプルな売買契約を締結していた(が、契約上トラブル発生時の対応について規定がな
かった)。

• 販売商社に任せてしまっていて、どんな条件で取引しているかよく分からない。

しかし



海外展開時の留意事項

予め気をつけておきたいこと･･･予防か、対処療法か？

• クロスボーダー取引では、海上・航空輸送、通関、倉庫での保管がある。関与する当事者も多く、買主に届く
までの期間が長いことがある。

 貿易条件を確認し、バリューチェーンのどの時点から自社が責任を負うのか、把握しておくこと。

 所有権移転、引渡し、危険負担の条件を正確に理解しておくこと。

• クロスボーダー取引では、日本法、買主所在法、第三国法が適用される場合がある。

Ø 売買契約、代理店契約、船荷証券、航空輸送契約における準拠法、紛争解決手段を確認しておくこと。

Ø 民法・商法がない国（判例法の国）では、契約書に具体的な規定がないと権利主張できない可能性がある。

• 日本国外での権利の実現方法について確認しておくこと。

Ø 契約書を作るだけでなく、救済手段の実行方法や実現可能性についても把握しておくこと。

• 社内で決めた契約管理規定・体制を継続・維持すること。

Ø 必要な手続きの完了を記録化、モニタリングできる社内体制・システムの整備。

5



輸出取引における登場人物と取引形態

輸出取引における登場人物

• 売買の当事者である売主（輸出者）及び買主（輸入者）に加え、商品の海外への移送に
関して、運輸・保管業者、通関業者、倉庫業者等が関与

• 保険会社・銀行等も関与

• 直接貿易と間接貿易の違い

• それぞれリスクやコストの面でメリット・デメリットがある

• 輸出入時の手続、物品の引渡し時、紛争解決手段等において売主責任軽減の手当が必要

• 日本側でドラフトを準備すること
相手方が出してくるドラフトは相手方有利に作られている可能性が高い
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輸出取引における取引形態

輸出取引における契約上のリスクヘッジ



輸出入手続に関する条項
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（例）
Any procedures for import and/or export of the Products (including but not limited to procurement of 

any licenses or approvals for import or export of the Products), if applicable, shall be undertaken by 

the Buyer, and the Seller shall not be in any way responsible, directly or indirectly, for such 

procedures.
（訳）
物品の輸入および/または輸出に関する手続（物品の輸入または輸出のためのライセンスや承認の取
得を含むがこれに限られない）については、もし必要であれば、買主によって実施されることとす
る。売主は、このような手続について、直接的にも間接的にも一切の責任を負わない。

• 物品の輸出入時の手続に関する条項を入れることが一般的
• この手続時の負担について、できるだけSeller（売主）側の負担を減らすような条項に

することがポイント
• 特に輸出入時の手続やlicense等については、国により異なる（登録、申告の有無等）

ことに留意



引渡しに関する条項
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（例）
The Seller shall not be liable for any delay in shipment or delivery, or non-delivery, of all or any part of 

the Products, or for any other default in performance of this Agreement, entirely or partially due to the 

occurrence of any Force Majeure.

The Buyer shall pay the costs and liabilities incurred due to the change of the Delivery Date or the 

delay or inability of the delivery (excluding those caused by any fault of the Seller).
（訳）
売主は、不可抗力の発生に起因する、物品の一部もしくは全部の出荷または配送の遅延、非配達、
またはこの契約上のいかなる義務の不履行についても一切責任を負わない。
買主は、売主の責めに帰すべき事由による場合を除き、納品日の変更、納品の遅延、または納品の
不能によって発生する費用と責任を負担しなければならない。

• 物品の引渡し等の義務について、フォース・マジュール（不可抗力）発生時の免責規定を設けておくのがポイ
ント

• フォース・マジュールに関する規定については、実際の運用それほど単純でないことに留意

• 配送の遅延等によって生じたコストや責任の分担などについて規定すること等も考えられる

• その他、経済や社会情勢の状況変化などによって売主の負担が増加する場合の手当についても規定しておく



物品の瑕疵に関する条項
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（例）
In the event that the Buyer finds any defects in the Products at the time of the delivery of the 

Products, it shall, after the discovery thereof, immediately send a written notice thereof to the Seller 

during the inspection period. In the event that the Purchaser fails to send such written notice in 

accordance with the immediately preceding sentence, the Products shall be deemed not to contain 

any defects and the Seller shall not be in any way liable for any defects in the Products after 

completion of the delivery of the Products.
（訳）
商品の納品時に買主が商品に欠陥を発見した場合、その発見後、検品期間中に売主に対して書面で
速やかに通知しなければならない。前文に従って書面での通知を送らなかった場合、商品に欠陥が
ないものとみなされ、商品の納品が完了した後の商品の欠陥について売主はいかなる責任も負わな
い。

• 商品にDefect（欠陥）がある場合、誰が発見するのか、発見した場合何をしなければ
ならならないのか等を規定しておく

• この他、売主サイドとして、責任を負う場合を故意または過失がある場合に限定するこ
とやその他一定の免責の条件を加えること等も考えられる

• 物品の瑕疵に関する責任の存続期間や責任追及の方法についても注意する



準拠法・紛争解決に関する条項
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（例）
1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Singapore.
2. All disputes, controversies or differences which may arise between the parties hereto, out of or in relation 
to or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or 
termination, shall be referred to and finally settled by arbitration in Japan, in accordance with the Arbitration 
Rules of The Singapore International Arbitration Centre, for the time being in force, which rules are deemed to 
be incorporated by reference in this clause. The tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators and the language 
of the arbitration shall be English.
（訳）
1.この契約は、シンガポールの法律に従い解釈および適用される。
2.この契約に関連する、存在、有効性、または終了に関するすべての疑義、争い、または相違が当事者間で発生
した場合、それらはシンガポールにおける仲裁において、現行のシンガポール国際仲裁センターの仲裁規則に
従って最終的に解決されるものとし、これらの仲裁規則は参照することにより本条項に組み込まれたものとみな
される。仲裁廷は3人の仲裁人から構成され、仲裁の言語は英語とする。

• クロスボーダー取引では、自国の法（日本法）以外に第三国の法を準拠法とすることも考えられ
る（当事者の衡平のため）

• 合意管轄についても併せて定めるべき
• クロスボーダー取引の場合、中立的な選択肢として国際仲裁が選択されることも多い
• 仲裁開始前にまずは交渉等によって紛争解決を図る旨の規定を盛り込むことも考えられる



海外展開に際して問題となり得るその他の契約

農林水産物・食品の海外展開には様々なパターンがあり、そのパターン毎に準備すべき契

約は異なるが、農林水産物・食品の海外展開において比較的重要と考えられる契約とし

て、①販売店契約、②業務提携契約及び③共同研究契約を取り上げる。

以下では、主に知的財産の保護・活用の観点で契約上重要と考えられるものにスポットを

当てている。

なお、技術・ノウハウの保護のためには、契約書での手当だけではなく、情報管理や従業

員教育等が不可欠である点には留意が必要である。
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販売店契約

■ 事例

日本産の農林水産物を海外に輸出したいが、自社の現地での販売ネットワークを有していない
ため、現地の販売店に販売を委託したいと考えている。販売店には、自社の商標を使ってもら
いたいと考えているが、他方で、販売店による自社商標の使い方をコントロールしたい。
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海外で販売を拡大する場合の一つのビジネスモデルとして、日本で生産した製品を現地に輸出し、提携する販売店を

通じて販売するパターンがある。この場合には、現地の販売店との間で販売店契約を締結する必要がある。販売店に

は、自社の商標を利用させることも多いため、商標のライセンスに関する取り決めもこの契約書内で定める必要があ

る。

なお、｢販売店契約｣とは、販売店が商品を供給する者（製造業者等のサプライヤー）から商品を購入し、自己の名で

購入した当該商品を販売するための継続的な契約を指すものとして使われることが多い。

他方、｢代理店契約｣とは、代理店が（製造業者等の）本人と第三者との間に成立する売買契約において、本人のため

に販売促進活動を行うものとして使われることが多く、代理店自身が売買契約の当事者にならないという違いがあ

る。



販売店契約
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• 商標権の特定や範囲、ライセンスの範囲・種類に関わる規定

• 販売店による商標権の使用状況を把握するための使用報告の規定

• サブライセンスの禁止に関する規定

• ライセンシーの禁止事項に関する規定

• 競合に関する規定

• 商標の使用に関する規定

• 表示義務に関する規定

• ライセンサー(製造業者)の責任の免除に関する規定

• 侵害の排除に関する規定

 商標のライセンスに関する条項

 技術･ノウハウ保護の観点からは、情報の管理が非常に重要であり、そのために秘密保持条項を規定する必要

がある。また、食品企業は、自社の商品について、権利化することなく、ノウハウ等を秘匿することも多いと

ころ、ノウハウは、秘密に管理されている限りその価値を保持することができ、また、一定の要件を満たすこ

とで法的保護も受けることができる。

 その他、撤退（契約の終了）や一般条項等に関する条項も要検討



業務提携契約

■ 事例

現地で加工食品を生産し、その国での販売または第三国輸出をしたいと考えているが、現地で
の食品製造のノウハウを有する現地食品メーカーと提携することを検討している。その加工食
品の生産には自社の技術・ノウハウも必要であるから、現地の食品メーカーに技術・ノウハウ
のライセンスをする必要があるが、自社技術・ノウハウが流出しないように管理をしたい。
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提携の態様はさまざまであるが、食農分野においては、ノウハウや技術を供与する形で現地パートナー

に製造を委託する形態が一つの典型例であると考えられる。この場合、自社の持つ技術・ノウハウを現

地企業にライセンスすることになるが、重要な技術や秘密の流出防止などの取り決めを行う必要がある。

なお、契約書等で技術や秘密の流出防止などを取り決めた場合であっても、流出する可能性をゼロにす

ることはできないため、極めて重要な技術・秘密については、現地パートナーには提供しないことも検

討する必要がある。



業務提携契約
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• ライセンスするノウハウ・特許の特定に関する規定

• サブライセンスの制約に関する規定

• 第三者の権利侵害が発生した場合に、責任の所在を明らかにする規定

• 侵害の排除に関する規定

• 不争義務に関する規定

• 改良技術の取扱いに関する規定

• 特許、ノウハウの許諾を受けた旨の表示の可否に関する規定

 ノウハウ・特許のライセンスに関する条項

 製造委託に関する条項

• 委託の範囲に関する規定

• 支給品、貸与品に関するに関する規定

• 技術指導に関する規定

 その他、秘密保持に関する条項、撤退（契約の終了）に関する条項等に関しても要検討



共同研究契約

■ 事例

現地の食の嗜好等に合わせた加工食品を製造したいと考えており、現地食品メーカーと食品製造に関す

る共同研究を行う予定であるが、自社の技術・ノウハウを守り、また、共同研究の成果を適切に配分し

たい。
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共同研究とは、各当事者が有する技術やノウハウ等を相互に提供し合い、協力して新たな製品･技術を開発する態様である。

共同研究契約においては、共同研究を成功に導くためにも、可能な限りで情報は両当事者によって積極的に開示・提供されることが想

定される。また、共同研究開発の過程で、結果情報等の新たな情報が取得されることも想定される。そのため、共同研究契約書におい

ては、秘密情報の保護について特別の配慮を要する。

また、共同研究契約においては、各当事者が担う役割、成果物の帰属及び利用に関する取り決め（利用によって得られた利益の配分、

契約終了時の取扱い等を含む。）を明確に定めておくことが重要である。成果の帰属及び利用に関する取り決めが不十分な場合、自社

が技術や資金を出して開発した成果であるにもかかわらず、自社の想定した用途に活用できない、あるいは当該成果から何らの利益も

得られない等の不測の事態が生じ得るため、留意が必要である。



共同研究契約
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 研究開発の関与者に関する条項

 共同研究の成果に関する条項

• 共同研究の成果帰属に関する条項

• 知的財産権の取扱いに関する条項

• 成果の利用に関する条項

• 成果の公表等に関する条項

• 改良成果に関する条項

 その他、秘密保持、撤退（契約の終了）、競業禁止及び一般条項に関する条項等に関しても要検討

• 研究開発の参加者を特定する規定

• 第三者への委託を制限する規定

 情報提供に関する条項

• 当事者間の情報提供に関する規定
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